
※募集住戸②、④については木造住宅となります。

募 集 す る 住 戸

区分 募集番号 住宅名 所在地 間取り 世帯人数 募集戸数 資格要件

一般世帯

向け
①

秋留野
ハイツ

秋川

3-2-7
２ＤＫ ２人

４階の住戸１戸

（ＥＶなし）

５、６ページを

ご覧ください

単身者用

住戸
②

草花公園
タウン

草花

3225
１ＤＫ １人

１階の住戸１戸

（ＥＶなし）

７ページを

ご覧ください

高齢者

専用住戸

③
雨間
ハイツ

雨間

533-1
２ＤＫ ２人

２階の住戸１戸

（ＥＶあり）

８ページを

ご覧ください

④
草花公園
タウン

草花

3225
２ＤＫ ２人

１階の住戸１戸

（ＥＶなし）

令和７年度 あきる野市営住宅入居者募集（２月分）のご案内

令和８年２月２日（月）～令和８年２月１０日（火）
募集案内

配布期間

令和８年２月２日(月)～１０日(火)
８：３０～１７：１５（土曜日・日曜日を除く。）

※郵送の場合は、２月９日（月）（消印有効）までにお送りください。

申 込 み

受付期間

申込み・問合せ先 〒１９７－０８１４

あきる野市二宮３５０番地

住宅政策課（市役所庁舎３階北側）

０４２－５５８－１１１１（内線２７２１）
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受付期間：令和８年２月２日（月）から令和８年２月１０日（火）まで申込受付

入居資格等の審査結果及び抽選の有無を申込者全員に通知します。

【令和８年２月下旬発送予定】
資格審査結果通知

入居者を決定するため抽選を行います。

【令和８年３月４日（水）午後２時（予定）】
抽選会

入居決定者には、入居決定通知書により通知します。

【抽選会後、約１週間後に発送予定】
入居決定

入居決定者には、入居決定を受けた日から１０日以内に敷金を納付の上、

請書等の必要書類を提出していただきます。
入居手続き

入居手続（敷金の納付及び請書等の提出）が完了した後、入居許可書によ

り入居可能日を通知します。入居可能日は、令和８年４月１日の予定です。
入居許可

入居可能日（令和８年４月１日予定）以降に鍵を渡しますので１５日以

内に引越し、入居していただきます。

なお家賃は、入居可能日から発生します。

鍵渡し及び入居

１ 申込みから入居までの流れ

入居資格や抽選の有無の確認のため、資格審査を行います。資格審査



- 2 -

１ 市営住宅は、住宅に困窮する所得の低い方の生活の安定を図るため、市が国や都の

補助を受けて建設し、管理運営するものです。そのため、法令や条例などに基づく入

居資格要件があります。

※資格要件は、Ｐ．５～Ｐ．８をご確認ください。

２ 申込みは、入居する１世帯につき１戸です。

（１）１世帯で２戸以上の申込みをしたときは、無効となります。

（２）同一人の氏名を２戸以上の申込書に記入したとき（世帯員の状況欄に記入してい

るものも含む。)は、全ての申込みが無効となります。

３ 申込み内容等に虚偽又は不正が判明した場合は、申込み受付後、入居決定後であっ

ても全てを無効とし、それに伴う損害が生じても市では一切責任を負いません。

４ 入居手続きの際、２人分の緊急連絡先が必要となります。

※保証人ではないため、家賃等の請求はしません。

５ 入居手続きの際、敷金を納めていただきます。

※当初家賃の３か月分の金額です。

※家賃とは別で支払いが必要となります。

６ 入居すると共益費及び自治会費の負担が生じます。共益費及び自治会費の管理や清

掃、草刈りなどの団地内の運営は、各団地の自治会が行っていますので、必ず自治会

に加入していただき、各自治会が定める規約等を守ってください。

７ 犬、猫、鳥等の飼育（一時的に預かる場合を含む。）はできません。

８ 市営住宅には、ガスコンロや家電等の設備は備え付けられておりません。

９ 申込み前に住戸を内覧することはできません。

※身体障がい等により、事前に住戸の確認が必要な場合を除く。

２ 申込みにあたっての注意
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「市営住宅入居申込書」及び「保有不動産申告書兼情報照会等同意書」に必要事項を記入

し、あきる野市役所３階 住宅政策課へ提出してください。

また、申込書等の提出時に世帯全員分の個人番号（マイナンバー）の確認をいたしますの

で、確認できるものをご持参ください。

郵送の場合は、「市営住宅入居申込書」及び「保有不動産申告書兼情報照会等同意書」と

併せて、個人番号（マイナンバー）の確認ができる書類の写しを同封してください。

●個人番号（マイナンバー）の確認ができるもの（１，２，３のいずれか）

※世帯全員分を持参し又は同封してください。

１ 個人番号（マイナンバー）カード

２ 通知カード

３ 個人番号（マイナンバー）が記載された住民票

３ 申込み方法

※ 通知カードに係る注意点

通知カードについては、次のどちらかに該当するものに限り、個人番号を確認する

ための書類として認められます。

・ 氏名、住所などの記載事項に変更がないもの

・ 氏名、住所などの記載事項に変更があった場合、令和２年５月２４日までに正

しく変更手続きがとられているもの

令和８年２月２日 (月 )～１０日 (火 )

８：３０～１７：１５（土曜日・日曜日を除く。）

※郵送の場合は、２月９日（月）（消印有効）まで

申 込 み 受 付 期 間
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１ 入居者の決定について

（１）申込者の数が募集戸数以下の場合

全ての申込者を入居者として決定します。

（２）申込者の数が募集戸数を超える場合

下表のア～エのとおり、入居者の決定を行います。

◆表１ 入居者決定方法（申込者の数が募集戸数を超える場合）

２ 抽選について

抽選を行う場合は、次のとおり抽選会を開催します。

３ 補欠登録について

（１）補欠登録

入居決定者以外の申込者については、補欠登録とします。

（２）補欠登録の効力

補欠登録は、入居決定者が、入居しない又は入居できない場合に限り効力が生

じます。

（３）補欠登録の抹消

今回の入居者募集に係る入居が完了した時点で、補欠登録を抹消します。

※補欠登録の抹消について通知等は行いません。

優先入居対象者の数 入居者の決定方法

ア いない 申込者全員で抽選を行い、当選者を入居者として決定します。

イ 募集戸数より少ない

優先入居対象者を入居者として決定します。

さらに、優先入居対象者以外の申込者で抽選を行い、当選者を入居

者として決定します。

ウ 募集戸数と同じ 優先入居対象者を入居者として決定します。

エ 募集戸数より多い 優先入居対象者で抽選を行い、当選者を入居者として決定します。

抽選日 令和８年３月４日（水）午後２時 （予定）

・ 開始時間や開催場所については、抽選会の有無と併せて通知します。

・ 抽選会では、申込者本人又は代理人に直接くじを引いていただきます。急病等特別な事

情により抽選会に出席できない場合は、住宅政策課までご相談ください。

・ 抽選会開始時間までに抽選会場に入場しない場合は、補欠扱いとなりますのでご注意く

ださい。

４ 入居者の決定・抽選等
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◆ 秋留野ハイツ 一般世帯向け２ＤＫ（募集番号：①） 【優先入居あり】

＊令和８年２月１０日時点で次の（１）～（８）の全ての要件に当てはまることが必要です。

（１）住宅に困窮していること。

＊原則、持ち家の方や既に市営住宅、都営住宅等の公営住宅に入居している方は、住宅

に困窮していることにはなりません。

（２）あきる野市内に１年以上居住し、又は勤務していること。

（３）申込者とその親族等により構成される２人世帯であること。

＊「内縁関係にある方」「婚約者」「パートナーシップ関係にある方」を含みます。

＊原則、婚姻中の夫婦が別居状態となる申込みはできません。

（４）世帯全員の合計所得額が基準の範囲内であること。

＊基準となる金額については、１３ページの所得基準表をご覧ください。

＊現在失業中の方や退職、廃業等で、今後無職・無収入となることが確定している方に

ついては、所得金額を０円とすることができます。証明できる書類をご提出ください。

（５）入居決定を受けた場合に、市で定める入居手続きが完了できること。

（６）暴力団員でないこと。

（７）市税等の滞納がないこと。

（８）高齢者世帯でないこと。

＊高齢者世帯とは、申込者が６０歳以上であり、かつ、同居する方が１８歳未満又は

６０歳以上である世帯です。

５ 募集住戸の入居資格要件
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＊優先入居について

下表の１又は２に当てはまる世帯の優先入居となります。

◆表２ 優先入居の資格要件（一般世帯向け２ＤＫ）

優先入居の資格要件 備 考

１
申込者が令和８年２月１０日現在、２０歳未満の子どもを扶養し

ているひとり親であること。
入居期限設定なし

２

申込者又は同居する方が、次のいずれかに該当する障がい者であ

ること。

・身体障害者手帳の等級が１～４級の方

・重度又は中度の知的障がい者

（愛の手帳の場合は、１度～３度の方）

・精神障害者保健福祉手帳の等級が１級又は２級の方

入居期限設定なし
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◆ 草花公園タウン（単身者用）１ＤＫ（募集番号：②）【優先入居なし】

＊令和８年２月１０日時点で次の（１）～（８）の全ての要件に当てはまることが必要です。

（１）住宅に困窮していること。

＊原則として、持ち家の方や既に市営住宅、都営住宅等の公営住宅に入居している方は、

住宅に困窮していることにはなりません。

（２）あきる野市内に１年以上居住し、又は勤務していること。

（３）単身世帯であること。

（４）次のア～コのいずれかに該当すること。

ア ６０歳以上の方

イ 身体障害者手帳の交付を受けている障害の程度が１級から４級までの方

ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障害の程度が１級から３級までの方

エ 知的障害の程度が重度又は中度の方（愛の手帳で１度から３度までの方）

オ 生活保護を受給している方

カ 配偶者等から暴力を受けた被害者（婦人保護施設等の保護等が終了した日から起算し

て５年を経過していない方又は配偶者等に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令

が出されてから５年以内の方）

キ 戦傷病者手帳の交付を受けている障害の程度が恩給法別表第１号表ノ３の第１款症以

上の方

ク 原子爆弾被爆者で、厚生大臣の認定書の交付を受けている方

ケ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していない方

コ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第２条に規定するハ

ンセン病療養所入所者等

（５）合計所得額が基準の範囲内であること。

＊基準となる金額については、１３ページの所得基準表をご覧ください。

＊現在失業中の方や退職、廃業等で、今後無職・無収入となることが確定している方に

ついては、所得金額を０円とすることができます。証明できる書類をご提出ください。

（６）入居決定を受けた場合に、市で定める入居手続きが完了できること。

（７）暴力団員でないこと。

（８）市税等の滞納がないこと。
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◆ 雨間ハイツ・草花公園タウン 高齢者専用 ２ＤＫ （募集番号：③・④） 【優先入居なし】

＊令和８年２月１０日時点で次の（１）～（７）の全ての要件に当てはまることが必要です。

（１）住宅に困窮していること。

＊原則として、持ち家の方や既に市営住宅、都営住宅等の公営住宅に入居している方は、

住宅に困窮していることにはなりません。

（２）あきる野市内に１年以上居住していること。

（３）６０歳以上の親族等で構成される２人世帯であること。

＊夫婦の場合（内縁関係にある方、婚約者、パートナーシップ関係にある方を含む。）は、

いずれか一方が６０歳以上であれば条件を満たすものとします。

（４）世帯全員の合計所得額が基準の範囲内であること。

＊基準となる金額については、１３ページの所得基準表をご覧ください。

＊現在失業中の方や退職、廃業等で、今後無職・無収入となることが確定している方に

ついては、所得金額を０円とすることができます。証明できる書類をご提出ください。

（５）入居決定を受けた場合に、市で定める入居手続きが完了できること。

（６）暴力団員でないこと。

（７）市税等の滞納がないこと。
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● 間取り

２ＤＫ ／ 住戸専用面積 ５３．４０㎡

● 家賃の目安

２１，０００円 ～ ４１，３００円

※世帯の所得等により家賃が決定します。

※上記の金額は、あくまでも目安です。

● その他

・エレベーターなし

・台所、洗面所の給湯設備なし

・入居者用駐車場なし

◆ 秋留野ハイツ 一般世帯向け ２ＤＫ（募集番号：①）

国土地理院「地理院地図」をもとに作成

案 内 図（所在地：あきる野市秋川３-２-７）

６ 募集住戸の間取り・家賃の目安等

参考間取図

秋留野ハイツ

ＪＡ秋川本店前

東京都水道局 ・ＪＡあきがわ本店

あきる野プレイス

バルコニー

和室８畳

押入

和室 6畳

バルコニー

台所

食事室

玄関

便所

ຉ
஼

൓
๲
஼
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● 間取り

１ＤＫ ／ 住戸専用面積 ３９．７０㎡

● 家賃の目安

１７，０００円 ～ ３３，５００円

※世帯の所得等により家賃が決定します。
※上記の金額は、あくまでも目安です。

●その他

・エレベーターなし

・入居者用駐車場あり

・緊急通報装置あり

◆ 草花公園タウン 単身者用 １ＤＫ（募集番号：②）

国土地理院「地理院地図」をもとに作成

案 内 図（所在地：あきる野市草花３２２５）

参考間取図

草花公園タウン

あきる野市民球場

草花公園

草花公園入口
氷沢橋
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● 間取り

２ＤＫ ／ 住戸専用面積 ５４．５０㎡

● 家賃の目安

２２，７００円 ～ ４４，５００円

※世帯の所得等により家賃が決定します。

※上記の金額は、あくまでも目安です。

● その他

・エレベーターあり

・入居者用駐車場なし

・緊急通報装置あり

◆ 雨間ハイツ 高齢者専用 ２ＤＫ（募集番号：③）

参考間取図

国土地理院「地理院地図」をもとに作成

案 内 図（所在地：あきる野市雨間５３３－１）

参考間取図

雨間ハイツ

萩野センター ●

萩野公園

秋留野公園

ＪＲ五日市線
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● 間取り

２ＤＫ ／ 住戸専用面積 ５２．９０㎡

● 家賃の目安

２２，７００円 ～ ４４，７００円

※世帯の所得等により家賃が決定します。
※上記の金額は、あくまでも目安です。

●その他

・エレベーターなし

・入居者用駐車場あり

・緊急通報装置あり

◆ 草花公園タウン 高齢者専用 ２ＤＫ（募集番号：④）

草花公園タウン

草花公園入口

草花公園

あきる野市民球場

国土地理院「地理院地図」をもとに作成

案 内 図（所在地：あきる野市草花３２２５）

参考間取図



- 13 -

市営住宅に入居するためには、世帯の合計所得金額が、世帯人数に応じた所得基準額の範囲

内であることが必要となります。次ページの確認手順に従い、下の所得基準表に当てはまるか

ご確認ください。

◆表３ 所得基準表

＊裁量世帯について

下表の（１）～（６）のいずれかに当てはまる世帯は裁量世帯として所得基準が緩和され

ます。

◆表４ 裁量世帯の要件

世帯人数
所得基準額

一般世帯 裁量世帯（＊）

１人 ０円～１，８９６，０００円 ０円～２，５６８，０００円

２人 ０円～２，２７６，０００円 ０円～２，９４８，０００円

３人 ０円～２，６５６，０００円 ０円～３，３２８，０００円

４人 ０円～３，０３６，０００円 ０円～３，７０８，０００円

５人 ０円～３，４１６，０００円 ０円～４，０８８，０００円

６人 ０円～３，７９６，０００円 ０円～４，４６８，０００円

（１）障がい者を含む世帯

申込者又は同居する方が次のいずれかに当てはまること。

ア 身体障害者手帳の等級が１～４級

イ 重度又は中度の知的障がい者（愛の手帳の場合は、１度～３度）

ウ 精神障害者保健福祉手帳の等級が１級又は２級

エ 戦傷病者手帳の等級が恩給法別表第１号表ノ２特別項症から第６項症まで又は表ノ３の

第１款症

（２）高齢者世帯

申込者が６０歳以上であり、かつ、同居する方が１８歳未満又は６０歳以上であること。

（３）子育て世帯

１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子ども（高校修了期までの子ども）が

いること。

（４）原子爆弾被爆者を含む世帯

申込者又は同居親族に厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者がいること。

（５）海外からの引揚者を含む世帯

申込者又は同居する方に海外からの引揚者で日本に引き揚げてから５年が経過していない方がい

ること。

（６）ハンセン病療養所入所者等を含む世帯

申込者又は同居する方にハンセン病療養所入所者等がいること。

世帯人数が７人

以上の場合は

１人増えるごと

に 38 万円を加算

してください。

７ 所得基準表
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以下の手順に従って世帯の合計所得金額を計算し、所得基準額の範囲内かご確認ください。

８ 所得基準確認の手順

１ 「個人の所得金額」を確認する

・給与所得 ･･･ １５ページ○ア 、○ウ 又は○エ
・年金所得 ･･･ １６ページ○キ 又は○ク
・事業等所得 ･･･ １７ページ○ケ

※遺族年金、障害年金、仕送り、失業給付金、労災保険の各種給付金等の非課税所得は、計算の対象外です。

４ 「控除額」を計算する

「世帯の合計所得額」から「控除額」を計算してください。

・所得計算時の控除・・・１８ページ

２ 「世帯の合計所得金額」を計算する

「個人の所得金額」を合計し、「世帯の合計所得金額」を計算してください。

３ 所得基準額の範囲内か確認する

「世帯の合計所得金額」を前ページの所得基準表に当てはめ、世帯人数に応じた所得基準額の

範囲内に収まっているか確認してください。

・所得基準額の範囲内の場合 ⇒ 要件を満たしています。（これ以上の計算は不要です。）

・所得基準額の範囲を超える場合 ⇒ ４へお進みください。

５ 「控除後合計所得金額」を計算する

「世帯の合計所得額」から「控除額」を差し引いて「控除後合計所得金額」を計算してください。

６ 所得基準額の範囲内か確認する

「控除後合計所得金額」を前ページの所得基準表に当てはめ、世帯人数に応じた所得基準額の

範囲内に収まっているか確認してください。

・所得基準額の範囲内の場合 ⇒ 要件を満たしています。

・所得基準額の範囲を超える場合 ⇒ 要件を満たしていません。
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会社等に雇用されて仕事をしている方（会社員、パート、アルバイト等）の所得が計算の対象です。

現在失業中の場合は、所得金額を０円としますので計算する必要はありません。

● 源泉徴収票で確認する

（１）仕事先が１か所の方 ⇒【右図中の ○ア 】

「給与所得控除後の金額」の欄に記載されている

額が給与所得金額です。

（２）仕事先が２か所以上ある方 ⇒【下表中の ○ウ 】

それぞれの源泉徴収票の「支払金額」の欄に記載

されている額(右図中の○イ）を合計し、下の表に
当てはめて給与所得金額を計算してください。

◆表５ 給与所得計算表

※計算過程での全ての小数点以下は、切り捨てとなります。

● 確定申告書の控えで確認する ⇒【右図中の ○エ 】

所得税の確定申告書の第一表「所得金額等」欄内

の「合計」欄に記載されている額が所得金額です。

※ 給与所得以外の所得も含まれた所得金額です。

支払金額（○イ）の合計 【a】 給与所得金額

1円以上 551,000 円未満 0円

551,000 円以上 1,619,000 円未満 【a】－550,000 円

1,619,000 円以上 1,620,000 円未満 1,069,000 円

1,620,000 円以上 1,622,000 円未満 1,070,000 円

1,622,000 円以上 1,624,000 円未満 1,072,000 円

1,624,000 円以上 1,628,000 円未満 1,074,000 円

1,628,000 円以上 1,800,000 円未満 （【a】÷4,000）×2,400＋100,000 円

1,800,000 円以上 3,600,000 円未満 （【a】÷4,000）×2,800－ 80,000 円

3,600,000 円以上 6,600,000 円未満 （【a】÷4,000）×3,200－440,000 円

９ 給与所得

給与所得の源泉徴収票（抜粋）

ゥ

ィ

確定申告書第一表（抜粋）

ァ

ェ
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国民年金、厚生年金、共済年金、年金基金等の公的な年金等に係る所得が計算の対象です。

※遺族年金、障害年金は計算の対象外のため、計算する必要はありません。

※生命保険契約等に基づいた個人年金は、事業等所得として計算してください。

● 源泉徴収票等から確認する（年金所得計算表で計算する） ⇒【表７中の○キ】

公的年金等の源泉徴収票、年金決定通知書・支給額変更通知書等で公的年金等の収入金額を確認して

ください。（下図中の○オ・○カ）
確認した公的年金等の収入金額を「年金所得計算表」に当てはめて年金所得金額を計算してくださ

い。

◆表６ 年金所得計算表

● 確定申告書の控えで確認する ⇒【右図中の ○ク 】

所得税の確定申告書第一表の「所得金額等」

欄内の「合計」欄に記載されている額が所得金

額です。

※ 年金所得以外の所得も含まれた所得金額です。

受給者の年齢

６５歳以上

1 円以上 1,100,000 円以下 0円

1,100,001 円以上 3,300,000 円以下 【b】－ 1,100,000 円

3,300,001 円以上 4,100,000 円以下 【b】×75% － 275,000 円

６５歳未満

1 円以上 600,000 円以下 0円

600,001 円以上 1,300,000 円以下 【b】－ 600,000 円

1,300,000 円以上 4,100,000 円以下 【b】×75% － 275,000 円

１０ 年金所得（公的年金等に係る所得）

公的年金等の源泉徴収票（抜粋） 年金決定通知書・支給額変更通知書（抜粋）

確定申告書第一表（抜粋）

ォ ヵ

年金所得金額キ公的年金等の収入金額（○オ・○カ）の合計【b】

ク
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事業所得、不動産所得、利子所得、公的年金等以外（個人年金等）に係る雑所得等が計算の対象です。

既に廃業した事業については、所得金額を０円としますので計算する必要はありません。

● 確定申告書の控えで確認する ⇒【右図中の ○ケ 】

所得税の確定申告書第一表の「所得金額等」欄内

の「合計」欄に記載されている額が所得金額です。

※ 所得金額がマイナスの場合は、０円としてください。

※ 事業等所得以外の所得も含んだ所得金額です。

○事業専従者の所得計算

申込者や同居親族に専業専従者がいる場合

は、所得税の確定申告書第二表の「事業専従者

に関する事項」の「専従者給与（控除）額」欄

に記載されている額（右図中の○コ）を１４ペー
ジの「給与所得計算表」に当てはめて所得金額

を計算してください。

１１ 事業等所得

確定申告書第一表（抜粋）

確定申告書第二表（抜粋）

コ

ケ
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下表内の「控除の対象者」に該当する方がいる場合には、申込者及び同居親族の所得合計額から

該当する控除額を差し引くことができます。

◆表７ 控除額一覧表

控除の種類 控除額 控除の対象者 備 考

１
給与所得等

控 除

１人につき

１０万円

ア 給与所得がある方

イ 公的年金等に係る雑所得がある方

対象者の所得

金額が、控除額

より少ない場

合には、対象者

の所得金額が

控除額となり

ます。

２
寡 婦

控 除

１人につき

２７万円

寡婦とは、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる

方です。

ア 夫と離婚した後婚姻をしていない方で、年間所得金額が

５００万円以下、かつ、扶養親族がいる方

イ 夫と死別した後婚姻をしていない方又は夫の生死が明らか

でない方で年間所得金額が５００万円以下の方。

３
ひとり親

控 除

１人につき

３５万円

現に婚姻をしていない方又は配偶者の生死が明らかでない方

で、年間所得金額が５００万円以下、かつ、生計を一にする子

（年間所得額が４８万円以下）がいる方

４
老人扶養

控 除

１人につき

１０万円
所得税法上の扶養対象親族で、７０歳以上の方

５
特定扶養

親族控除

１人につき

２５万円
所得税法上の扶養親族で、１６歳以上２３歳未満の方

配偶者は対象

となりません。

６
障害者

控 除

１人につき

２７万円

ア 軽度又は中度の知的障害がある方

（愛の手帳の等級が３度又は４度の方）

イ 精神障害者保健福祉手帳の等級が２級又は３級の方

ウ 身体障害者手帳の等級が３～６級の方

エ 戦傷病者手帳の交付を受けている方

オ ６５歳以上の方で、障害の程度がア、ウと同程度であると

市町村長等認定を受けた方

７
特別障害者

控 除

１人につき

４０万円

ア 重度の知的障害がある方

（愛の手帳の等級が１度又は２度の方）

イ 精神障害者保健福祉手帳の等級が１の方

ウ 身体障害者手帳の等級が１級又は２級の方

エ 戦傷病者手帳の等級が特別項症から第３項症までの方

オ 原子爆弾被爆者のうち厚生労働大臣の認定を受けている方

カ ６５歳以上の方で、障害の程度がア、ウと同程度であると

市町村長等認定を受けた方

キ 事理弁識能力を欠く常況にある方

ク 常に就床を要し、複雑な介護を要する方

１２ 所得計算時の控除


